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◎新潟県訓令第４号 

本     庁 

地 域 機 関 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第223条の規定により帳票その他の書類の様式を定める訓令（平

成５年３月新潟県訓令第７号）の一部を次のように改正し、令和６年４月１日から実施する。 

令和６年３月29日 

新潟県知事  花 角  英 世 

次の表の改正前の欄中下線が引かれた部分（以下「改正部分」という｡)に対応する同表の改正後の欄中下線が

引かれた部分（以下「改正後部分」という｡)が存在する場合には当該改正部分を当該改正後部分に改め、改正部

分に対応する改正後部分が存在しない場合には当該改正部分を削り、改正後部分に対応する改正部分が存在しな

い場合には当該改正後部分を加える。 

改 正 後 改 正 前 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第

223条の規定による帳票その他の書類の様式を次のよ

うに定め、平成５年４月１日から実施し、新潟県財

務規則第223条の規定による帳票その他の書類の様式

指定（昭和57年３月新潟県訓令第１号）は、平成５

年３月31日限り廃止する。ただし、平成４年度に属

する歳入歳出に係る帳票その他の書類の様式につい

ては、なお従前の例によるものとする。 

様式番号 名 称 規定条文 

（略） （略） （略） 

第30号様式 

 

 

 

 

 

第30号様式の２ 

 

 

 

 

第30号様式の３ 

 

 

 

 

第30号様式の４ 

 

 

 

 

（略） 

第56号様式 

第56号様式の２ 

入札書（工事

以 外 の 契 約

（単価契約及

び長期継続契

約であるもの

を除く｡)） 

入札書（工事

以外の単価契

約（長期継続

契約であるも

のを除く｡)） 

入札書（工事

以外の長期継

続契約（単価

契約であるも

のを除く｡)） 

入札書（工事

以外の単価契

約（長期継続

契約であるも

のに限る｡)） 

（略） 

（略） 

記入式納付書 

（略） 

 

 

 

 

 

第 58 条 第 １

項、第２項、

第58条の２第

１項 

 

第 58 条 第 １

項、第２項、

第58条の２第

１項 

 

第 58 条 第 １

項、第２項、

第58条の２第

１項 

 

（略） 

（略） 

第95条 

（略） （略） （略） 

 

第25号様式（第51条関係） 

検査調書 

新潟県財務規則（昭和57年新潟県規則第10号）第

223条の規定による帳票その他の書類の様式を次のよ

うに定め、平成５年４月１日から実施し、新潟県財

務規則第223条の規定による帳票その他の書類の様式

指定（昭和57年３月新潟県訓令第１号）は、平成５

年３月31日限り廃止する。ただし、平成４年度に属

する歳入歳出に係る帳票その他の書類の様式につい

ては、なお従前の例によるものとする。 

様式番号 名 称 規定条文 

（略） （略） （略） 

第30号様式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

第56号様式 

 

入札書 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） 

（略） 

（略） （略） （略） 

 

第25号様式（第51条関係） 

検査調書 
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（略） 

 注 １・２ （略） 

３ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 （略） 

 

第26号様式（第51条関係） 

検査調書 

 （略） 

 注 １・２ （略） 

   ３ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 （略） 

 

第27号様式（第51条関係） 

部分払検査調書 

 （略） 

 注 １ この様式により難い場合は、この様式に

準じて作成すること。 

   ２ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 

 

 

第28号様式（第54条関係） 

予定価格書 

（略） 

 注 １・２ （略） 

   ３ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 

第29号様式（第54条関係） 

予定価格書 

 （略） 

 注 １・２ （略） 

   ３ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 

第30号様式（第58条、第58条の２関係） 

入札書 

入札金額  ￥       ① 

入札保証金 ￥       ② 

②≧（①＋消費税及び地方消費税）×５／100 

  ※１円未満の端数切上げ 

（略） 

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承

認の上入札します。 

（略） 

注 １ この様式は、工事以外の契約（単価契約

及び長期継続契約であるものを除く｡)の場

合に使用すること。 

（略） 

 注 １・２ （略） 

 

 

 （略） 

 

第26号様式（第51条関係） 

検査調書 

 （略） 

 注 １・２ （略） 

 

 

 （略） 

 

第27号様式（第51条関係） 

部分払検査調書 

 （略） 

 

 

 

 

 注 この様式により難い場合は、この様式に準じ

て作成すること。 

 

第28号様式（第54条関係） 

予定価格書 

（略） 

 注 １・２ （略） 

 

 

 

第29号様式（第54条関係） 

予定価格書 

 （略） 

 注 １・２ （略） 

 

 

 

第30号様式（第58条、第58条の２関係） 

入札書 

入札金額  ￥ 

入札保証金 ￥ 

 

 

（略） 

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承

認のうえ入札します。 

（略） 

注 １ この様式は、工事以外の場合に使用する

こと。 
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  ２ （略） 

 

第32号様式（第60条関係） 

入札調書 

（略） 

 （略） 

 注 １ この様式により難い場合は、適宜調製す

ること。 

   ２ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 

 

 

第33号様式（第60条関係） 

入札調書 

（略） 

 （略） 

 注 １ この様式は、工事の場合に使用すること。 

   ２ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 

 

第83号様式（第121条関係） 

（略）   

履行確認   

 注 署名する場合は、押印を省略することができ

ること。 

 （略） 

 

第87号様式（第126条関係） 

 （略） 

資金精算書 

（略） 

注 署名する場合は、押印を省略することができ

ること。 

 

第119号様式（第161条関係） 

財産差押報告書 

（略） 

注 署名する場合は、押印を省略することができ

ること。 

 

第120号様式（第169条関係） 

 （略） 

欠損処分調書 

（略） 

 注 署名する場合は、押印を省略することができ

ること。 

 

第133号様式（第193条関係） 

   ２ （略） 

 

第32号様式（第60条関係） 

入札調書 

（略） 

 （略） 

 

 

 

 

 注 この様式により難い場合は、適宜調製するこ

と。 

 

第33号様式（第60条関係） 

入札調書 

（略） 

 （略） 

 

 

 

 注 この様式は、工事の場合に使用すること。 

 

第83号様式（第121条関係） 

（略）   

履行確認   

  

 

 （略） 

 

第87号様式（第126条関係） 

 （略） 

資金精算書 

（略） 

 

 

 

第119号様式（第161条関係） 

財産差押報告書 

（略） 

 

 

 

第120号様式（第169条関係） 

 （略） 

欠損処分調書 

（略） 

 

 

 

第133号様式（第193条関係） 
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会計管理者引継書 

新潟県財務規則第193条第２項の規定により、

下記目録のとおり、関係書類を対照の上相違な

く引き継ぎました。 

（略） 

 注 署名する場合は、押印を省略することができ

ること。 

 

第134号様式（第193条関係） 

出納員等引継書 

新潟県財務規則第193条第 項の規定により、

下記目録のとおり、関係書類を対照の上相違な

く引き継ぎました。 

（略） 

 注 １ この様式により難いものは、適宜調製し

て作成すること。 

   ２ 署名する場合は、押印を省略することが

できること。 

 

 

 

第145号様式 

 （略） 

 注 署名する場合は、押印を省略することができ

ること。 

会計管理者引継書 

新潟県財務規則第193条第２項の規定により、

下記目録のとおり、関係書類を対照のうえ相違

なく引き継ぎました。 

（略） 

 

 

 

第134号様式（第193条関係） 

出納員等引継書 

新潟県財務規則第193条第 項の規定により、

下記目録のとおり、関係書類を対照のうえ相違

なく引き継ぎました。 

（略） 

 

 

 

 

 注 この様式により難いものは、適宜調製して作

成すること。 

 

第145号様式 

 （略） 

 

  
第30号様式の次に次の３様式を加える。 
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第30号様式の２（第58条、第58条の２関係） 

 

入 札 書  

入 札 金 額 ￥           ① 

入 札 保 証 金 ￥           ② 

②≧((①×予定数量）＋消費税及び地方消費税）×５／100 
※１円未満の端数切上げ 

 

内 訳 

品  名 規格品質 数  量 単  価 金  額 備  考 

   円 円 履行期限 

場  所 

      

      

 

      

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承認の上入札します。 

年  月  日 

住 所            

氏 名             ○印  

 新潟県知事     様 

 (事務所長) 

 

注 １ この様式は、工事以外の単価契約（長期継続契約であるものを除く｡)の場合に使用す
ること。 

  ２ 入札の内容により、この様式により難いものは、適宜調製して作成すること。 
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第30号様式の３（第58条、第58条の２関係） 

 

入 札 書  

入 札 金 額 ￥           ① 

入 札 保 証 金 ￥           ② 

②≧((①÷契約期間の月数×12）＋消費税及び地方消費税）×５／100 
※１円未満の端数切上げ 

 

内 訳 

品  名 規格品質 数  量 単  価 金  額 備  考 

   円 円 履行期限 

場  所 

      

      

 

      

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承認の上入札します。 

年  月  日 

住 所            

氏 名             ○印  

 新潟県知事     様 

 (事務所長) 

 

注 １ この様式は、工事以外の長期継続契約（単価契約であるものを除く｡)の場合に使用す
ること。 

  ２ 入札の内容により、この様式により難いものは、適宜調製して作成すること。 
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第30号様式の４（第58条、第58条の２関係） 

 

入 札 書  

入 札 金 額 ￥           ① 

入 札 保 証 金 ￥           ② 

②≧((①×予定数量÷契約期間の月数×12）＋消費税及び地方消費税）×５／100 
※１円未満の端数切上げ 

 

内 訳 

品  名 規格品質 数  量 単  価 金  額 備  考 

   円 円 履行期限 

場  所 

      

      

 

      

新潟県財務規則及びこれに基づく入札条件を承認の上入札します。 

年  月  日 

住 所            

氏 名             ○印  

 新潟県知事     様 

 (事務所長) 

 

注 １ この様式は、工事以外の単価契約（長期継続契約であるものに限る｡)の場合に使用す
ること。 

  ２ 入札の内容により、この様式により難いものは、適宜調製して作成すること。 
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 第56号様式の次に次の１様式を加える。 
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第
5
6
号
様
式
の
２
（
第
9
5
条
関
係
）
 

 

収
入
区
分

会
計

繰
区

様
式

区
分

年
度

会
計

繰
内
訳
番
号

年
度

年
度

金 額
金 額

金 額

金 額
円

所 属
所 属

内 　 容

納 付

番 号 所 属内 　 容

内 　 容

円

②
 
出
納
局

③
 
納

入
義

務
者

が
保

管

所 属

科 目 等 名 称

納
 
付
 
番
 
号

納
 
付
 
番
 
号

こ
の

用
紙
は

、
手
続

き
の

際
必

要

と
な

り
ま
す

。

所
　
属

決
議
番
号

領
収
日
付
印

納
入

場
所

　
新

潟
県

指
定

金
融

　
機

関
等

に
指

定
さ

　
れ

た
金

融
機

関

内 　 容

円

科
　
目
　
等

金
　
　
　
額

円

④
 
納

入
義

務
者

が
県

へ
提

出

上
記

の
と

お
り

領
収

し
ま

し
た

。

領
収
日
付
印

①
 
指
定

金
融
機
関
等

領
収
日
付
印

領
収
日
付
印

納 付

番 号

決
議
番
号

内
訳
番

号
所
轄
区
分

予
算
計
上
課

　
　

　
　

所
轄

区
分

本
書

の
金

額
を

領
収

し
た

の
で

通
知

し
ま

す
　 　

　
　

　
　

　
　

新
潟

県
会

計
管

理
者

様

新
潟
県
公
金

新
潟
県
公
金

領
収
控
（
税
外
収
入
金
）

領
収
済
通
知
書
（
県
税
徴
収
金
外
収
入
）

納
付
書

兼
領
収
証
書

納
付
済
証

新
潟
県
公
金

新
潟
県
公
金

O
C
R
用

こ
の

用
紙

は
、

直
接

機
械

に
読

み
取

ら
せ

ま
す

の
で

汚
し

た
り

折
り

曲
げ

た
り

し
な

い
で

く
だ

さ
い

。

所
　
属

年
度
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